
新たな地域医療構想の策定・

保健医療計画の中間見直しについて

岩手県保健福祉部医療政策室

資料4



1

目次

１ 現行の地域医療構想

２ かかりつけ医機能報告制度
(1) 概要
(2) 報告事項
(3) 公表スケジュール
(4) 協議の場

３ 新たな地域医療構想の策定・
保健医療計画の中間見直し

(1) 国の検討会のとりまとめ概要
(2) 基本的な４つの方向性
(3) 新たな地域医療構想や医療計画等の国の進め方
(4) 地域医療構想、医師偏在対策等に関する国の検討体制

参考



○ 地域医療構想は医療法上、医療計画の一部として位置付けられ
ており、本県では平成28年３月に策定。

○ 本県の構想区域は、二次保健医療圏（９圏域）と同様に設定。

１ 現行の地域医療構想
R6.3.29 厚生労働省
「第１回新たな地域医療構想等に
関する検討会」資料１
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

〇 令和６（2024）年の県内の機能別病床数は、高度急性期1,382床、急性期4,706床、回復期2,974床、
慢性期2,796床、計11,858床であり、病床の機能分化・連携に向けた取組の結果、平成27（2015）年と比
較して、高度急性期31床減、急性期2,296床減、回復期1,267床増、慢性期643床減で、計1,703床減と
なっている。

急性期：▲410床/▲2,296床中
○ 北上済生会 ▲44
○ 国保藤沢病院 ▲54
○ 盛岡赤十字 ▲40
○ 栃内病院 ▲19
○ 赤坂病院 ▲７
○ ひがしやま ▲44
○ 県立釜石病院 ▲92
○ ちあき眼科 ▲１
○ 平舘クリニック ▲19
○ 県立江刺病院 ▲58
○ 県立千厩病院 ▲32

慢性期：▲37床/▲643床中
○ 美山病院 ▲37

【病床再編支援給付金の活用状況】

１ 現行の地域医療構想
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

盛岡 岩手中部

１ 現行の地域医療構想
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

胆江 両磐

１ 現行の地域医療構想
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

気仙 釜石

１ 現行の地域医療構想
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

宮古 久慈

１ 現行の地域医療構想
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※岩手県保健福祉部医療政策室調べ

二戸

１ 現行の地域医療構想
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２ かかりつけ医機能報告制度

〇 令和５年５月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律（令和５年法律第31号）」が成立・公布され、同法において、医療法が改正され、令和７年４月
より「かかりつけ医機能報告制度」が施行された。
〇 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報
提供を強化する。
〇 各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化する。

⑶
協
議
の
場

⑵
公
表
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

⑴
報
告
事
項

(１) 概要

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第２回自治体向け説明会 資料」（令和７年１月31日）抜粋 9



２ かかりつけ医機能報告制度

(２) 報告事項
〇 対象医療機関は、特定機能病院（岩手医大）及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所となっている。
〇 報告方法は、原則として医療機関等情報支援システム（G-MIS）により行う。
〇 「１号機能」と「２号機能」について、毎年１月１日時点の状況を報告する。

１号機能…日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
２号機能…継続的な医療を要する者に対する時間外診療、入退院支援、在宅医療、介護連携等の機能

かかりつ
け医機能

具体的な機能 報告事項

１号機能

継続的な医療を要する者に対する日常的な
診療において、患者の生活背景を把握し、
適切な診療及び保健指導を行い、自己の専
門性を超える場合には、地域の医師、医療
機関等と協力して解決策を提供する機能

・かかりつけ医機能を有することを院内掲示している
・かかりつけ医機能に関する研修を修了の有無
・17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無
・医療に関する患者からの相談に応じることができる

２号機能
（イ）

通常の診療時間外の時間に診療を行う機能 ・自院又は連携による時間外診療体制の確保状況
・自院における時間外対応加算1～4の届出状況、時間外加算、深夜加
算、休日加算の算定状況

２号機能
（ロ）

在宅患者の後方支援病床を確保し、地域の
退院ルールや地域連携クリティカルパスに
参加し、入退院時に情報共有・共同指導を
行う機能

・自院又は連携による後方支援病床の確保状況
・入退院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
・退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
・紹介受診重点医療機関等から紹介を受けた外来患者数

２号機能
（ハ）

在宅医療を提供する機能 ・自院又は連携による在宅医療提供体制の確保状況
・訪問診療・往診・訪問看護・在宅看取りの診療報酬項目の算定状況

２号機能
（ニ）

介護サービス等の事業者と連携して医療を
提供する機能

・介護サービス事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
・介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項
目の算定状況

・介護保険施設等における医療の提供状況
・地域の医療・介護情報提供システムの参加・活用状況
・ACPの実施状況

※秋頃、具体的な運用や報告事項の詳細に
ついて、マニュアルを発出予定。 10



２ かかりつけ医機能報告制度

(３) 公表スケジュール
〇 毎年４月以降、国が報告結果をとりまとめ、各都道府県に提供されたものを、HPなどで公表する。
〇 「協議の場」で地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的な方策を検討し、その協
議結果を公表する。 ※どちらも医療法で定められている

※厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第２回自治体向け説明会 資料」（令和７年１月31日）抜粋 11



２ かかりつけ医機能報告制度

①令和７年４月～
報告及び協議の場に向けた体制整備

〇 庁内体制の整備
〇 医療機関への周知
〇 協議の場の開催に向けた調整
・ 会議体の検討
・ コーディネーター
・ 協議テーマの検討
・ 圏域、参加者の検討
・ 関係者、保健所、市町村との調整

②令和７年11月頃～
医療機関への報告依頼

〇 医療機関に対し、かかりつけ医機能報告の案内

③令和８年１～３月
医療機関による報告

〇 かかりつけ医機能報告を行う
〇 県による疑義照会

④令和８年４月～
報告内容の集計・分析及び公表

〇 報告結果を県HP等で公表
〇 地域のかかりつけ医機能の確保状況を把握
〇 課題の整理、協議の場の開催に向けた準備

⑤令和８年７月～
協議の場での協議

〇 医療関係者や保健所、市町村等との協議の場
〇 協議結果をとりまとめ公表
〇 かかりつけ医機能を確保するための具体的方策

を講じる
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〇 医療分野だけでなく、都道府県・市町村の介護・福祉分野の含めた会議体の現状把握が重要。
〇 キーパーソンの協議の場への参加、コーディネーターの配置
〇 定量データのみならず、医療・介護関係者の認識している課題等の定性データも把握すること。
〇 協議の場において、具体的方策を検討し、協議結果を公表する。

２ かかりつけ医機能報告制度

(４) 協議の場

※かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン（令和７年６月27日付け医政発0627第１号厚生労働省医政局長通知 別添１） 13



３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し

(１) 国の検討会のとりまとめ概要

※厚生労働省「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.html 14



※厚生労働省「第13回新たな地域医療構想等に関する検討会」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html 15

＜主な記載事項＞

３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し



※厚生労働省「第13回新たな地域医療構想等に関する検討会」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html 16

＜新たな地域医療構想と医療計画の関係の整理＞

３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し



受入体制を強化するとともに、ＡＤＬの低下を防止す
るため、入院早期から必要なリハビリテーションを適切
に提供し、早期に自宅等の生活の場に戻ることができる
支援体制を確保することが求められる。その際、救急搬
送や状態悪化の減少等が図られるよう、医療ＤＸの推進
等による在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設等と
地域の医療機関との連携強化、かかりつけ医機能の発揮
等を通じて、在宅医療を提供する医療機関や高齢者施設
等の対応力を強化することも求められる。

高齢者救急

医療の質や医療従事者の確保

在宅医療

地域における必要な医療提供の維持

地域の実情に応じて、医療機関や訪問看護ステーショ
ン等の連携により、地域での 24 時間の提供体制を構築す
るとともに、オンライン診療の積極的な活用、介護との
連携等を通じて、効率的かつ効果的に提供体制を強化す
ることが求められる。あわせて、外来医療についても、
時間外対応等のかかりつけ医機能を発揮して必要な提供
体制を確保することが求められる。

地域ごとに医療需要の変化等に対応できる医療従事者
を確保することが重要である。また、今後、多くの医療
資源を要する手術等が減少し、急性期病床の稼働率の低
下等により、医療機関の経営への影響が見込まれる中、
一定の症例や医師を集約して、医師の修練や医療従事者
の働き方改革を推進しながら、急性期医療や救急医療を
提供する体制を構築することが求められる。

人口減少により医療従事者の不足が顕著となっていく
中で、医療ＤＸ、タスクシフト・シェア等の推進により、
生産性の向上を図り、地域で不可欠な医療機能を維持す
ることが求められるとともに、すでに人口減少がより進
んでいる過疎地域等においては、拠点となる医療機関か
らの医師の派遣や巡回診療、ＩＣＴの活用等が一層求め
られる。

※厚生労働省「『新たな地域医療構想等に関する検討会』のとりまとめ」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47465.htmlより抜粋して作成

(２) 基本的な４つの方向性
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３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し



(３) 新たな地域医療構想や医療計画等の国の進め方

※厚生労働省「第１回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料２」（令和７年７月24日）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html 18

３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し



(４) 地域医療構想、医師偏在対策等に関する国の検討体制

※厚生労働省「第１回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料２」（令和７年７月24日）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59892.html 19

３ 新たな地域医療構想の策定・保健医療計画の中間見直し



【参考】在宅医療、医療・介護連携

〇 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」において、①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④
看取りの在宅医療の４つの機能の整備に向け、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅
医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付けるとともに、在宅医療・介護連携推進事業において実
施する取組との連携を求めている。
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【参考】在宅医療、医療・介護連携
〇 岩手県保健医療計画（2024-2029）では、 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在
宅医療に必要な連携を担う拠点」を２次医療圏にそれぞれ１つ以上（全県で57医療機関、20拠点）設定
している。

〇 また、市町村の在宅医療・介護連携推進事業は、全ての市町村で取り組むこととされているが、地域の
医療、介護資源等の違いにより、単独ですべての事業を行うことが困難な市町村があるなど、取組状況に
差があることから、県（保健所）は、広域調整等の支援を行うこととしている。

医療圏 積極的役割を担う
医療機関の数

必要な連携を担う
拠点の数

盛岡 28 5

岩手中部 10 4

胆江 5 2

両盤 7 1

気仙 2 3

釜石 1 2

宮古 1 1

久慈 2 1

二戸 1 1

合計 57 20
※岩手県保健医療計画（2024-2029）を要約して作成

＜積極的役割を担う医療機関及び拠点＞

①夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における
診療の支援

②患者が必要な医療、介護、障害福祉サービスが受けられる
よう関係機関に働きかけ
③臨床研修制度における地域医療研修において、研修を受け
る機会等の確保
④災害時等にも適切な医療を提供するための計画を策定し、
他の医療機関等の計画策定等を支援
⑤患者の病状が急変した際の受入れ

在宅医療において積極的役割を担う医療機関の取組事項

①関係者による会議を定期的に開催
②医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包
括的かつ継続的に提供するよう、関係機関と調整
③関係機関の連携による急変時の対応や24時間体制の構
築、多職種による情報共有の促進
④地域住民への普及啓発

在宅医療において必要な連携を担う拠点の取組事項

21



【参考】在宅医療、医療・介護連携
〇 岩手県保健医療計画（2024-2029）では、在宅医療、医療・介護連携に関する施策の方向性として、
①連携体制の構築等、②専門人材の育成・確保、③在宅医療への理解促進、④小児在宅医療に係る連携
等の促進、⑤在宅医療・介護の連携推進などを記載している。

〇 県では、保健医療計画等に基づき、会議の開催、各種調整、研修会の開催、医療機関等への支援など
の取組を行っている。

岩手県保健医療計画における施策の方向性 県の取組等

・医療や介護、家族の負担軽減につながるサービスが適切に紹介され
るよう多職種協働による切れ目のない継続的な在宅医療提供体制を
構築

・在宅療養に必要な医療や介護、家族の負担軽減につながるサービス
が適切に紹介される体制づくり

・会議（在宅医療推進協議会、連携拠点担当者会議、在宅医療介
護連携圏域会議）の開催

・在宅医療支援委員会（県医師会）
・在宅歯科医療連携室の設置（県歯科医師会）
・医療介護連携調整事業
・ＡＣＰ県民会議
・在宅医療推進設備整備費補助（医療機関）
・在宅医療連携体制補助（医療機関）

・訪問看護の連携機能や体制の強化

・訪問看護総合支援センター事業運営委員会
（県看護協会）

・相談窓口の設置（県看護協会）
・在宅医療推進設備整備費補助（訪問看護ＳＴ）

・在宅療養者の家族の身体的、精神的負担を軽減するための取組を推
進

・在宅医療に係る支援調整（代診医の派遣、急変時の
病床確保）（県医師会）

①連携体制の構築等

岩手県保健医療計画における施策の方向性 県の取組等

・在宅医療に関わる医療及び介護関係者等に対して、在宅医療に必要
な基本的知識や技術に関する研修を実施し資質向上及び人材を確保

・認定看護師同行訪問、共同指導（県看護協会）
・看護師向け研修（県看護協会、県訪問看護ＳＴ協会）

・がん診療連携拠点病院は、地域における緩和ケア体制の整備を支援
するため、医師をはじめとした医療従事者を育成する研修等を実施

・緩和ケア医療従事者研修

・小児在宅医療や、認知症患者への対応等、それぞれの特徴に応じた
在宅療養の体制整備を行うため、研修を行うなど、人材育成を強化

・小児在宅医療に関する研修（県医師会）

②専門人材の育成・確保
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【参考】在宅医療、医療・介護連携
③在宅医療への理解促進

岩手県保健医療計画における施策の方向性 県の取組等

・医療、介護、福祉従事者に対し、研修会の開催等を通じて多職種の
連携に必要な知識等の普及を図る。

「③在宅医療への理解促進」の取組と同じ

・自宅や介護施設などで適切な医療や医療的ケアを提供できる専門的
な人材を確保するため、研修の開催を通じて、計画的な人材養成を
行う。

・介護職員等医療的ケア研修（県社会福祉協議会）

⑤在宅医療・介護の連携推進

④小児在宅医療に係る連携等の促進

岩手県保健医療計画における施策の方向性 県の取組等

・医療従事者、介護関係者、障害福祉サービス関係者等に対する研修
を行い、在宅医療への理解を促進することで、円滑な多職種連携体
制を構築

・医師向け研修（郡市医師会）
・歯科医師向け研修（歯科医師会）
・看護師向け研修（県看護協会）
・薬剤師向け研修（県薬剤師会）
・介護関係者向け研修（県介護支援専門員協会）
・市町村職員向け研修

・市民公開講座などを通じて、地域住民への在宅医療や看取りに関す
る理解を深めるための取組を推進

・住民向け研修（県訪問看護ＳＴ協会）
・ＡＣＰ普及啓発（県医師会）

岩手県保健医療計画における施策の方向性 県の取組等

・重症心身障がい児・者を含む医療的ケア児・者等に対する小児分野
の在宅医療の体制充実に向けて、医療・福祉・教育等の関係者の連
携等を促進

・小児在宅医療に関する研修（県医師会）
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在宅医療、医療・介護連携

〇 在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部（医療区分１）については患者像が重複する場合があり、地
域の資源に応じてサービスが提供されていることから、これらを合算して、指数化したところ、３医療圏が
県平均を上回っている。
〇 県平均を上回る医療圏では、訪問診療患者数が多い状況となっている。

※ＮＤＢオープンデータ（令和５年度）、岩手県保健福祉部長寿社会課「介護保険に係る指定事業所一覧」（令和６年３月３１日現在）、厚生労働省「令和５年度病床機能報
告」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 令和５年（2023）年推計」を基に岩手県保健福祉部医療政策室において作成。
※訪問診療患者数については、ＮＤＢオープンデータで区分できないため、65歳未満の者が含まれている。
※介護保険施設定員数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の定員数の合計。
※療養病床数（医療区分１相当）については、医療圏別の療養病床数（病院、一般診療所及び介護療養型医療施設の合計）に、療養病床全体に占める医療区分１相当の病床数を
試算し、その全体に占める割合を乗じることにより算定している。
※医療区分１相当の病床数の試算方法：圏域別に、療養病床入院料１を算定した件数の20％、療養病床入院料２を算定した件数の50％が医療区分１と仮定し算出した件数を、
療養病棟入院料１と療養病棟入院料２の算定件数で除して算出している。

108.7

96.6

85.2

117.6

82.3

121.7

78.2

93.8
88.2

100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

盛岡 岩手中部 胆江 両磐 気仙 釜石 宮古 久慈 二戸 岩手県計

訪問診療患者数、介護保険施設定員数及び療養病床数（医療区分１相当分）の65歳以上人口比

（指数：岩手県計＝100）

訪問診療 介護保険施設 療養病床

24



【参考】死亡場所

〇 人口動態統計によると、本県は、全国に比べて病院で亡くなる人の割合が高く、自宅で亡くなる人の割
合が低い。
○ 介護医療院・介護老人保健施設や老人ホームで亡くなる人の割合は、全国とほとんど変わりない。

※厚生労働省「人口動態統計」（2023年）、「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」（2023）を基に岩手県保健福祉部医療政策室において作成。
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岩手県全国

N＝1,459,517 N＝19,612

【参考】R4人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査（厚労省）

「病気で治る見込みがなく、およそ１年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考えたとき 最期をどこで迎えたいで
すか。」との質問に、一般国民の43.3％が自宅、41.6％が医療機関、10.0％が介護施設と回答（無回答4.6％）
⇒ 実際の死亡場所と大きく差が生じている
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【参考】死亡場所

※厚生労働省「人口動態統計」（2023年）を基に岩手県保健福祉部医療政策室において作成。

盛岡
岩手
中部

胆江

両磐 気仙 釜石

宮古 久慈 二戸

N＝6,157 N＝3,462 N＝2,219

N＝2,264 N＝1,109 N＝844

N＝1,523 N＝1,009 N＝1,025
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